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三種町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 

 

平成２７年８月、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女

性の個性と能力が十分に発揮されることが重要であるとし、女性の職業生活に

おける活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図ることを目的として、女

性の職業生活における活躍推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下

「女性活躍推進法」という。）が成立しました。 

女性活躍推進法第１５条では、地方公共団体は、女性の活躍に関する状況把

握、課題分析を実施し、その把握分析を踏まえた数値目標や取組についての計

画を策定することが義務づけられました。 

このたび、三種町では「三種町における女性職員の活躍の推進に関する特定

事業主行動計画」を策定し、働くすべての女性職員が自ら持つ個性と能力を十

分に発揮できるような職場環境の実現に向けて取り組むこととします。 

 

Ⅰ 計画期間 

本計画の期間は、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年 

間とします。 

 なお、計画期間中においても、必要に応じて見直しを行うものとします。 

 

Ⅱ 女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等 

三種町では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、女性職員

の活躍推進委員会を総務課行政係に設置し、本計画の策定・変更、本計画に基

づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等について協議を行う

こととします。 

 

Ⅲ 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標 

 女性活躍推進法第１５条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律に基づく特定事業主行動計画に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第

６１号）第２条に基づき、町長部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監

査委員事務局、農業委員会事務局、教育委員会事務局、水道事業部局の全部局

において、女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべ

き事情について分析を行いました。 

 当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設

定します。 

 



【１】職員採用の女性割合（全部局） 

 

年度採用者 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 

男 性 ２ ２ ２ ３ ４ 

女 性 １ ３ ３ ２ ５ 

合 計 ３ ５ ５ ５ ９ 

女性比率 33.3％ 60.0％ 60.0％ 40.0％ 55.6％ 

 

 職員採用に当たっては、能力に応じた試験選考を行っており、年度によって

男女比が異なりますが、本町の女性採用比率は、保健師や保育士などの女性採

用を含め、過去５年間平均で５１．９％と比較的増加傾向にあります。 

 今後もさらに人物本位の選考により、意欲と能力のある有為な女性の採用に

努めます。 

 

  【目標】：平成３２年度までに、一般部局の女性採用率３３％以上、 

保健師・保育士９０％以上を目指します。 

 

【２】継続勤務年数の割合（男女の差異）（全部局） 

 

項   目 職 員 数 継続勤務平均年数 

男   性 １４２名 ２０年２カ月 

女   性  ６８名 １８年５カ月 

差（男－女）  ７４名  １年７カ月 

 

 本町では近年、女性職員採用の増加はあるものの、依然として男性職員の割

合は６７．６％となっており、継続勤務年数の差にも影響がでています。 

 今後さらなる女性職員採用の推進を図り、男女の勤務年数の差が減少するよ

う努めます。 

 

【３】職員一人当たり各月ごとの時間外勤務時間（全部局） 

 

26年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

一人当た

り時間外

勤務時間 

5.36 3.89 5.81 6.22 4.77 4.16 4.60 3.51 2.65 4.35 3.83 4.22 

 ※選挙に係る時間外を除く 

 

 本町における一人当たりの各月ごとの時間外勤務時間は、７月が最も多く６．



２２時間となっています。これは、早朝健診業務、保育園の行事及び各事業の

イベント開催等によるものであり、平均すると約４．４５時間程度となり、決

して多いとは言えない状況です。しかしながら、職種間には偏りが見られ、常

態的な時間外勤務状態となっている部署も見受けられます。 

 今後は、時間外勤務を減らすために、ワーク・ライフ・バランス推進に資す

る役割分担の見直し、事務の簡素化、合理化に取り組みます。 

 

   【目標】：平成３２年度までに、月平均一人当たり時間外勤務時間 

４時間以内を目指します。 

 

【４】管理的地位にある職員に占める女性割合（全部局） 

 

項 目 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 

全管理職員数 ４４ ４５ ４９ ５０ ５２ 

女性管理職員数  ２  ２  ２  ４  ８ 

女性の割合 4.5％ 4.4％ 4.1％ 8.0％ 15.4％ 

 

本町における女性管理職員比率は、平成２７年度で１５％を超えたもののま

だ低い状況です。昨今の多様化する住民ニーズに対応するためには、施策の立

案・決定等において女性の視点を反映することが重要になってきます。 

 今後は、女性職員の積極的な登用を図るため、職員の意欲と能力の把握に努

めるとともに、その能力を十分に発揮できるよう適材適所の人事配置に努め、

女性職員の聖域なき職域の拡大と幅広い職務を経験できるよう配慮します。 

 

  【目標】：平成３２年度までに、女性管理職比率２０％以上を目指します。 

 

 

【５】各役職段階に占める女性職員の割合（全部局） 

平成 27年 4月 1日現在 

役 職 名 

（相当職含む） 

主  管 

課  長 

課長補佐 

 

係  長 

主席主査 

主席主査 

主  査 

主  任 主  事 

主 事 補 

全職員数 １９ ３３ ５３ ６８ １０ ２７ 

女性職員数  ０  ８ ２４ １７  ５ １４ 

女性の割合 0.0％ 24.2％ 45.3％ 25.0％ 50.0％ 51.9％ 

 

 各役職段階における女性職員の割合は、近年の女性職員採用の増加により、

主任、主事・主事補においては５０％以上を占めており高い数値となっていま

す。しかし、主管・課長級の登用がないことや、課長補佐、主席主査、主査の



割合が約２５％と低い状況にあります。 

 今後は、管理的地位にある女性職員割合を高めるため、係長・主席主査の人

材育成を目指し、外部研修（秋田県自治研修所、市町村アカデミー）への積極

的参加を促すなど、女性リーダーの育成を支援します。 

 

  【目標】：平成３２年度までに、女性職員の主管・課長への登用を１名以上、 

課長補佐の職員割合２５％以上を目指します。 

 

【６】男女別の育休取得率・平均取得期間（全部局） 

                       平成２６年度 

項   目 育児休業対象者 取得率 平均取得期間 

男   性 ４名 － － 

女   性 ３名 100.0％ １年０カ月 

 

 本町の女性職員の育児休業取得率は１００％でしたが、男性職員の取得はあ

りませんでした。また、女性職員の育児休業平均取得期間は、全対象職員１年

間となっています。 

 今後は、育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の周知を図るとともに、特

に男性職員の育児休業等の取得促進について周知を図ります。 

 

【目標】：平成３２年度までに、育児休業等の取得率を男性職員５％ 

           以上、女性職員１００％を目指します。 

 

【７】男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率・平均取得

日数（全部局） 

                              平成２６年度 

項   目 休暇対象者 
配偶者出産休暇

取得率 

配偶者出産休暇

取得期間 

育児参加休暇 

取得率 

男   性 ４名 100.0％ １．７５日 0.0％ 

 

 本町における男性職員の配偶者出産休暇取得率は１００％となっており、取

得期間についても、ほとんどの職員が２日間取得しています。しかし、育児参

加休暇については、取得されていませんでした。 

今後は、配偶者出産休暇とは別に育児参加休暇が存在することを職員に周知

する必要があります。 

 

【目標】：平成３２年度までに、配偶者出産休暇取得率１００％ 

           育児参加休暇取得率５％以上を目指します。 


